
大阪市健康局監理対象団体監理委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱（令和２年

１月 23 日制定。以下「外郭団体等監理要綱」という。）に基づき、健康局が所管す

る監理対象団体（以下、「監理対象団体」という。）に対する本市の関与の適正性及

び透明性の確保並びに外郭団体等の監理に関する業務を着実に遂行するため、健康

局に監理対象団体監理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条  委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 外郭団体等監理要綱、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等

に関する指針を定める規程（令和２年２月 10 日制定）及び大阪市外郭団体の事

業経営の評価等に関する指針を定める規程（令和２年２月 10 日制定）に基づく

審議又は審査に関すること 

(２) その他委員長が監理等業務を着実に遂行するために必要と認めること 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長、委員及び事務局長をもって組織する。 

２ 委員長は、健康局長をもって充てる。 

３ 副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 事務局長は、監理主幹とし、総務部経理課長をもって充てる。 

 

（委員長の職務） 

第４条 委員長は、委員会の所掌事務を総理する。 

 

（副委員長、委員及び事務局長の職務） 

第５条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 

２ 副委員長、委員及び事務局長は、委員会の所掌事務について、委員長を補佐する。 

３ 委員会の庶務は、事務局長が行う。 

 

（会議の運営） 

第６条 委員会の会議は、委員長が随時招集する。 

２ 委員会は、副委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことがで

きない。 

３ 会議の議事は、出席した委員長、副委員長及び委員の過半数でこれを決し、可否

同数の場合は委員長の決するところによる。 



４ 委員長が必要と認めるときは、副委員長及び委員以外の者に会議への出席を求め、

意見又は説明を聴くことができる。 

５ 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できない場合には、委員長は書類の回

議をもって会議に代えることができる。 

 

（実施の細目） 

第７条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年７月 11 日から施行する。 

２ 大阪市健康局外郭団体監理委員会設置要綱（平成 24 年４月１日制定）は、廃止す

る。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年６月１日から施行する。 

 



別表 

 

 副委員長  健康局理事 

 

委員    健康局総務部長 

健康局健康推進部長 

       健康局保健医療企画室長 

 

 


